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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】精査処理の処理時間を短縮するための紙幣処理
装置を提供する。
【解決手段】紙幣処理装置１０は、投入紙幣の受入部１
１と、紙幣の識別部１２と、紙幣を一時保留するための
少なくとも１つの第１カセット１３１および識別された
紙幣を収納するための少なくとも１つの第２カセット１
３２Ａを有する収納部１３と、第１カセット１３１と第
２カセット１３２Ａとの間の搬送経路に設けられ搬送経
路の搬送異常を検知するための搬送異常検知部１７と、
制御部とを備え、精査処理において制御部は第２カセッ
ト１３２Ａに収納された紙幣を繰り出すように第２カセ
ット１３２Ａを制御し、搬送異常検知部１７によって搬
送異常が検知されなかった場合に、第２カセット１３２
Ａによって繰り出された紙幣を第１カセット１３１に一
時保留し、その後、第１カセット１３１に一時保留され
た紙幣が識別部１２によって識別された後にその紙幣を
第２カセット１３２Ａに収納する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入された紙幣を受け入れるための受入部と、
　前記受入部によって受け入れられた紙幣を識別するための識別部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を一時保留するための少なくとも１つの第１カセッ
ト、および前記識別部によって識別された紙幣を収納するための少なくとも１つの第２カ
セットを有する収納部と、
　前記第１カセットと前記第２カセットとの間の搬送経路に設けられ、前記搬送経路の搬
送異常を検知するための搬送異常検知部と、
　精査処理において、前記第２カセットに収納された紙幣を繰り出すように前記第２カセ
ットを制御し、前記搬送異常検知部によって搬送異常が検知されなかった場合に、前記第
２カセットによって繰り出された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、前記第１カセッ
トに一時保留された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣を前記第２カセ
ットに収納する制御部と、を備えることを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記搬送異常検知部によって搬送異常が検知された紙幣を集積するためのリジェクト部
をさらに備え、
　前記制御部は、前記第２カセットに収納された紙幣のうち、前記搬送異常検知部によっ
て搬送異常が検知された紙幣を前記リジェクト部に集積する請求項１に記載の紙幣処理装
置。
【請求項３】
　前記リジェクト部は、集積された紙幣を繰り出す繰出機構をさらに有し、
　前記制御部は、集積された紙幣を繰り出すように前記リジェクト部を制御し、前記リジ
ェクト部によって繰り出された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣を前
記第２カセットに収納する請求項２に記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　前記搬送異常検知部は、紙幣の斜行、連鎖、重送、または札間の少なくとも１つを検知
する請求項１乃至３の何れか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記搬送異常検知部によって検知された搬送異常が札間であった場合に
、前記第２カセットから繰り出される紙幣の間隔を補正するように第２カセットを制御す
る請求項４に記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　前記第２カセットに収納された紙幣の精査指示を受け付ける操作部をさらに備え、
　前記制御部は、前記操作部によって受け付けられた精査指示に基づいて前記精査処理を
行う請求項１乃至５の何れか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項７】
　前記操作部は、紙幣の入金指示をさらに受け付け、
　前記制御部は、前記操作部によって入金指示が受け付けられたときに、投入された紙幣
を受け入れるように前記受入部を制御し、前記受入部によって受け入れられた紙幣が前記
識別部によって識別された後に、その紙幣を前記第１カセットに一時保留する請求項６に
記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣処理装置に関し、特に、入金処理に利用される紙幣処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の入金処理に利用される紙幣処理装置では、収納部に収納された紙幣の精査処理を
行う場合に、その紙幣を空の収納部に移動させ、全ての紙幣に対する精査が完了した後に
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元の収納部に戻すような処理が行われている。このような紙幣処理装置として、たとえば
特許文献１に開示されている紙幣処理装置がある。
【０００３】
　この紙幣処理装置では、紙幣束収納部に収納された紙幣束の精査を行う際に、２回の識
別が行われる。１回目の識別は、紙幣束収納部に収納された全ての紙幣束に対して行われ
、２回目の識別は、１回目の識別において搬送異常などが原因で識別されなかった紙幣束
に対して行われる。したがって、この紙幣処理装置の精査処理の搬送経路は、紙幣束収納
部に収納された紙幣束の全てが識別部を経由し、且つ、１回目の識別において識別されな
かった紙幣束が再び識別部を経由するように構成されている。
【０００４】
　しかしながら、この紙幣処理装置では、紙幣束収納部から遠い場所に識別部が設けられ
ているので、精査処理の搬送経路は極めて長くなる。その結果、この搬送経路の長さに比
例して精査処理の処理時間が長くなるという問題がある。
【０００５】
　また、この紙幣処理装置では、１回目の識別において搬送異常などが識別された場合に
は処理を休止する。搬送異常は搬送経路が長いほど発生し易いので、処理の休止頻度も搬
送経路が長いほど多くなる。その結果、この休止頻度に比例して精査処理の処理時間が長
くなるという問題がある。
【特許文献１】特開２００３－１４１５９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、精査処理の処理時間を短縮するための紙幣処理装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　投入された紙幣を受け入れるための受入部と、
　前記受入部によって受け入れられた紙幣を識別するための識別部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を一時保留するための少なくとも１つの第１カセッ
ト、および前記識別部によって識別された紙幣を収納するための少なくとも１つの第２カ
セットを有する収納部と、
　前記第１カセットと前記第２カセットとの間の搬送経路に設けられ、前記搬送経路の搬
送異常を検知するための搬送異常検知部と、
　精査処理において、前記第２カセットに収納された紙幣を繰り出すように前記第２カセ
ットを制御し、前記搬送異常検知部によって搬送異常が検知されなかった場合に、前記第
２カセットによって繰り出された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、前記第１カセッ
トに一時保留された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣を前記第２カセ
ットに収納する制御部と、を備えることを特徴とする紙幣処理装置が提供される。
【０００８】
　本発明において、
　前記搬送異常検知部によって搬送異常が検知された紙幣を集積するためのリジェクト部
をさらに備え、
　前記制御部は、前記第２カセットに収納された紙幣のうち、前記搬送異常検知部によっ
て搬送異常が検知された紙幣を前記リジェクト部に集積することが好ましい。
【０００９】
　本発明において、
　前記リジェクト部は、集積された紙幣を繰り出す繰出機構をさらに有し、
　前記制御部は、集積された紙幣を繰り出すように前記リジェクト部を制御し、前記リジ
ェクト部によって繰り出された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣を前
記第２カセットに収納することが好ましい。
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【００１０】
　本発明において、
　前記搬送異常検知部は、紙幣の斜行、連鎖、重送、または札間の少なくとも１つを検知
することが好ましい。
【００１１】
　本発明において、
　前記制御部は、前記搬送異常検知部によって検知された搬送異常が札間であった場合に
、前記第２カセットから繰り出される紙幣の間隔を補正するように第２カセットを制御す
ることが好ましい。
【００１２】
　本発明において、
　前記第２カセットに収納された紙幣の精査指示を受け付ける操作部をさらに備え、
　前記制御部は、前記操作部によって受け付けられた精査指示に基づいて前記精査処理を
行うことが好ましい。
【００１３】
　本発明において、
　前記操作部は、紙幣の入金指示をさらに受け付け、
　前記制御部は、前記操作部によって入金指示が受け付けられたときに、投入された紙幣
を受け入れるように前記受入部を制御し、前記受入部によって受け入れられた紙幣が前記
識別部によって識別された後に、その紙幣を前記第１カセットに一時保留することが好ま
しい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、精査処理の処理時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。なお、以下の実施例は、本発
明の実施の一形態であって、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００１６】
　はじめに、本発明の実施例１について説明する。本発明の実施例１は、紙幣を収納する
ための複数のカセットのうちの１つの紙幣を一時保留する精査処理の例である。
【００１７】
　まず、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置の構成について図１および図２を参照して
説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の内部構成を示す平面図であり、図
２は、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の制御ブロックを示すブロック図である
。
【００１９】
　図１に示されるように、この紙幣処理装置１０は、受入部１１、識別部１２、収納部１
３、入金リジェクト部１４、出金リジェクト部１５、搬送部１６、および搬送異常検知セ
ンサ１７を備えている。また、図２に示されるように、この紙幣処理装置１０は、記憶部
１０１、制御部１０２、操作部１０３、および表示部１０４をさらに備えている。
【００２０】
　記憶部１０１は、制御部１０２のための制御プログラム１０１Ａおよび収納部１３に収
納された紙幣の在高を含む在高データ１０１Ｂを記憶するようになっている。また、記憶
部１０１は、制御部１０２のワーキングメモリとしても機能するようになっている。
【００２１】
　制御部１０２は、受入部１１、識別部１２、収納部１３、入金リジェクト部１４、出金
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リジェクト部１５、搬送部１６、および搬送異常検知センサ１７、ならびに記憶部１０１
、操作部１０３、および表示部１０４に接続されている。制御部１０２は、記憶部１０１
に記憶された制御プログラム１０１Ａを起動することによって、受入部１１、識別部１２
、収納部１３、入金リジェクト部１４、出金リジェクト部１５、搬送部１６、搬送異常検
知センサ１７、操作部１０３、および表示部１０４を制御するようになっている。
【００２２】
　受入部１１は、オペレータによって投入された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ロー
ラを備えている。この繰出ローラは、投入された紙幣を繰り出し、紙幣処理装置１０の内
部に受け入れるようになっている。また、受入部１１は、出金処理において機外に出金さ
れる紙幣を外部から取出可能に集積するようになっている。たとえば、受入部１１に１度
に投入できる紙幣（以下、「投入可能枚数」という）または受入部１１が１度に集積でき
る紙幣の枚数は、５００枚である。
【００２３】
　識別部１２は、受入部１１によって受け入れられた紙幣の金種を識別するための様々な
センサ（たとえば、ラインセンサ）を備えている。また、識別部１２は、紙幣の金種が識
別された場合には、その金種を識別結果として制御部１０２に送り、搬送異常（斜行、連
鎖、または重送）、媒体異常（偽券または損券）、またはその他の識別エラーなどのリジ
ェクト要因が識別された場合には、そのリジェクト要因を識別結果として制御部１０２に
送るようになっている。このとき、制御部１０２は、金種が識別された紙幣を「正常紙幣
」と判定し、リジェクト要因が識別された紙幣を「リジェクト紙幣」と判定する。
【００２４】
　収納部１３は、第１カセット１３１、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄ、および追加
カセット・スペース１３３から構成されている。第１カセット１３１は、制御部１０２に
よって「正常紙幣」と判定された紙幣を一時保留または収納するための収納機構１３ａと
、一時保留された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ローラ１３ｂと、を備えている。第
２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄは、それぞれ、制御部１０２によって「正常紙幣」と判
定された紙幣を収納するための収納機構１３ａと、収納された紙幣を１枚ずつ繰り出すた
めの繰出ローラ１３ｂと、を備えている。また、第１カセット１３１および第２カセット
１３２Ａ乃至１３２Ｄは、外部から引出可能に構成されている。追加カセット・スペース
１３３は、第１カセット１３１または第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄと同様の構成を
有するカセットを外部から追加可能に構成されている。第１カセット１３１および第２カ
セット１３２Ａ乃至１３２Ｄの最大収納容量は、互いに等しい容量であって、たとえば、
３０００枚である。なお、第１カセット１３１および第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄ
の最大収納容量は、受入部１１の投入可能枚数より多ければ何枚でも良い。
【００２５】
　入金リジェクト部１４は、入金処理中にリジェクト紙幣と判定された紙幣を集積するた
めの集積機構と、集積された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ローラと、を備えている
。また、入金リジェクト部１４は、集積された紙幣を外部から取出可能に構成されている
。
【００２６】
　出金リジェクト部１５は、出金処理中または精査処理中に制御部１０２によってリジェ
クト紙幣と判定された紙幣を集積するための集積機構と、集積された紙幣を１枚ずつ繰り
出すための繰出ローラと、を備えている。また。出金リジェクト部１５は、集積された紙
幣を外部から取出可能に構成されている。
【００２７】
　搬送部１６は、受入部１１、識別部１２、第１カセット１３１、第２カセット１３２Ａ
乃至１３２Ｄ、入金リジェクト部１４、および出金リジェクト部１５の間で紙幣を搬送す
るための搬送ベルト、搬送路ロ―ラ、分岐爪タイミング検知センサ１６ａ、および分岐爪
１６ｂ乃至１６ｏ、ならびにそれらを駆動するためのモータなどから構成されている。
【００２８】
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　搬送異常検知センサ１７は、精査処理において第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄの何
れかから繰り出された紙幣について、分岐爪１６ｇと分岐爪１６ｆとの間の精査搬送異常
（連鎖、斜行、重送、または札間）を検知する搬送異常検知部である。
【００２９】
　操作部１０３は、オペレータの指示（入金指示、精査指示など）を受け付ける様々なキ
ーを備えている。
【００３０】
　表示部１０４は、オペレータに様々な情報（精査結果など）を表示するための液晶ディ
スプレイを備えている。
【００３１】
　次に、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の動作について図１を参照して説明す
る。
【００３２】
　図１に示されるように、この紙幣処理装置１０の入金処理では、受入部１１に投入され
た紙幣が、受入部１１の繰出ローラによって搬送部１６へ繰り出される。この繰出ローラ
によって繰り出された紙幣は、識別部１２によって識別される。この識別部１２によって
金種が識別された紙幣は第１カセット１３１に一時保留され、この識別部１２によってリ
ジェクト要因が識別された紙幣は入金リジェクト部１４に集積される。第１カセット１３
１に一時保留された紙幣は、操作部１０３によって入金確定指示が受け付けられた後に、
第１カセット１３１の繰出ローラ１３ｂによって搬送部１６へ繰り出される。この繰出ロ
ーラ１３ｂによって繰り出された紙幣は、搬送部１６によって、第２カセット１３２Ａ乃
至１３２Ｄの何れかに搬送される。この第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄには、金種別
に紙幣が収納される。
【００３３】
　また、この紙幣処理装置１０の出金処理では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄに収
納された紙幣が、それらの繰出ローラ１３ｂによって搬送部１６へ繰り出される。この繰
出ローラ１３ｂによって繰り出された紙幣は、識別部１２によって識別される。この識別
部１２によって金種が識別された紙幣は受入部１１から機外に出金され、リジェクト要因
が識別された紙幣は出金リジェクト部１５に集積される。
【００３４】
　また、この紙幣処理装置１０の精査処理では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄに収
納された紙幣が、それらの繰出ローラ１３ｂによって搬送部１６へ繰り出される。この繰
出ローラ１３ｂによって繰り出された紙幣は、搬送異常検知センサ１７によって分岐爪１
６ｇと分岐爪１６ｆとの間の精査搬送異常が検知される。この搬送異常検知センサ１７に
よって精査搬送異常が検知されなかった紙幣は第１カセット１３１に一時保留され、精査
搬送異常が検知された紙幣は出金リジェクト部１５に集積される。
【００３５】
　次に、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の処理内容について図３乃至図１１を
参照して説明する。
【００３６】
　図３は、本発明の実施例１に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００３７】
　図３に示されるように、はじめに、受入工程（Ｓ３０１）が行われる。受入工程（Ｓ３
０１）では、受入部１１が、投入された紙幣を紙幣処理装置１０の内部に受け入れる。
【００３８】
　次に、識別工程（Ｓ３０２）が行われる。識別工程（Ｓ３０２）では、識別部１２が、
受入工程（Ｓ３０１）において受入部１１によって受け入れられた紙幣を識別し、識別結
果を制御部１０２に送る。このとき、制御部１０２は、この識別結果に基づいてこの紙幣
を「正常紙幣」または「リジェクト紙幣」と判定する。また、制御部１０２は、「正常紙
幣」と判定された紙幣の金種別の枚数または「リジェクト紙幣」と判定された紙幣のリジ
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ェクト要因を識別結果として記憶部１０１に書き込む。
【００３９】
　制御部１０２によって「正常紙幣」と判定された場合には（Ｓ３０３－ＹＥＳ）、一時
保留工程（Ｓ３０４）が行われる。一時保留工程（Ｓ３０４）では、制御部１０２が、「
正常紙幣」と判定された紙幣を第１カセット１３１に一時保留する。
【００４０】
　一方、制御部１０２によって「リジェクト紙幣」と判定された場合には（Ｓ３０３－Ｎ
Ｏ）、リジェクト工程（Ｓ３０５）が行われる。リジェクト工程（Ｓ３０５）では、制御
部１０２が、「リジェクト紙幣」と判定された紙幣をリジェクト部１４に集積する。
【００４１】
　Ｓ３０１乃至Ｓ３０５は、受入部１１に投入された紙幣が０枚になるまで繰り返される
（Ｓ３０６－ＮＯ）。
【００４２】
　受入部１１に投入された紙幣が０枚になった場合には（Ｓ３０６－ＹＥＳ）、入金確認
画面表示工程（Ｓ３０７）が行われる。入金確認画面表示工程（Ｓ３０７）では、制御部
１０２が、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数および入金処理内容を確定す
るための入金確定指示を促すメッセージを含む入金確認画面を表示部１０４に表示させる
。
【００４３】
　操作部１０３によって入金確定指示が受け付けられた場合には（Ｓ３０８－ＹＥＳ）、
収納工程（Ｓ３０９）が行われる。収納工程（Ｓ３０９）では、制御部１０２が、第１カ
セット１３１に一時保留された紙幣を第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄの何れかへ収納
する。このとき、制御部１０２は、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの在高データ１０
１Ｂを更新する。
【００４４】
　本発明の実施例１に係る入金処理は、収納工程（Ｓ３０９）の後に終了する。
【００４５】
　図４は、本発明の実施例１に係る精査処理の処理手順を示すフローチャートである。こ
の精査処理は、操作部１０３によってオペレータの精査指示が受け付けられたときまたは
所定の精査日時になったときに行われる。
【００４６】
　図４に示されるように、はじめに、繰出工程（Ｓ４０１）が行われる。繰出工程（Ｓ４
０１）では、図５に示されるように、制御部１０２が、第２カセット１３２Ａ乃至１３２
Ｄに収納された紙幣を搬送路１６へ繰り出す。
【００４７】
　次に、搬送異常検知工程（Ｓ４０２）が行われる。搬送異常検知工程（Ｓ４０２）では
、搬送異常検知センサ１７が、繰出工程（Ｓ４０１）において繰出ローラ１３ｂによって
繰り出された紙幣について分岐爪１６ｇと分岐爪１６ｆとの間の精査搬送異常を検知し、
検知結果を制御部１０２に送る。このとき、制御部１０２は、この検知結果に基づいてこ
の紙幣を「正常紙幣」または「リジェクト紙幣」と判定する。
【００４８】
　制御部１０２によって「正常紙幣」と判定された場合には（Ｓ４０３－ＹＥＳ）、一時
保留工程（Ｓ４０４）が行われる。一時保留工程（Ｓ４０４）では、図６に示されるよう
に、制御部１０２が、「正常紙幣」と判定された紙幣を第１カセット１３１に一時保留す
る。
【００４９】
　一方、制御部１０２によって「リジェクト紙幣」と判定された場合には（Ｓ４０３－Ｎ
Ｏ）、リジェクト処理（Ｓ４０５）が行われる。
【００５０】
　図７は、図４のリジェクト処理（Ｓ４０５）の処理手順を示すフローチャートである。
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【００５１】
　図７に示されるように、はじめに、搬送される札間を図示しない遮光センサ等によって
検知し、リジェクト要因が、紙幣間隔が所定の間隔以下（以下、「札間異常」という）で
ある場合（Ｓ７０１－ＹＥＳ）であって、その紙幣間隔が補正可能範囲内である場合には
（Ｓ７０２－ＹＥＳ）、補正工程（Ｓ７０３）が行われる。補正工程（Ｓ７０３）では、
制御部１０２が、連続する二つの搬送路の搬送速度を変えて札間を広げることによって、
紙幣間隔を補正する。補正工程（Ｓ７０３）の後は、図４の一時保留工程（Ｓ４０４）に
進む。
【００５２】
　一方、リジェクト要因が札間異常である場合（Ｓ７０１－ＹＥＳ）であって、その紙幣
間隔が補正可能範囲外である場合（Ｓ７０２－ＹＥＳ）、または、リジェクト要因が連鎖
異常もしくは斜行異常である場合（Ｓ７０１－ＮＯ）には、リジェクト工程（Ｓ７０４）
が行われる。リジェクト工程（Ｓ７０４）では、図８に示されるように、制御部１０２が
、「リジェクト紙幣」と判定された紙幣を出金リジェクト部１５に集積する。
【００５３】
　図４のリジェクト処理（Ｓ４０５）は、リジェクト工程（Ｓ７０４）の後に終了する。
【００５４】
　図４に示されるように、Ｓ４０１乃至Ｓ４０５は、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄ
に収納された紙幣が０枚になるまで繰り返される（Ｓ４０６－ＮＯ）。
【００５５】
　第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄに収納された紙幣が０枚になった場合には（Ｓ４０
６－ＹＥＳ）、精査工程（Ｓ４０７）が行われる。精査工程（Ｓ４０７）では、図９に示
されるように、制御部１０２が、一時保留工程（Ｓ４０４）において第１カセット１３１
に一時保留された紙幣を搬送路１６へ繰り出し、識別部１２が、この紙幣を識別し、識別
結果を制御部１０２に送る。このとき、制御部１０２は、識別部１２の識別結果と記憶部
１０１に記憶された在高データ１０１Ｂとを比較し、比較結果を精査結果として記憶部１
０１に書き込むとともに、表示部１０４に表示させる。
【００５６】
　次に、収納工程（Ｓ４０８）が行われる。収納工程（Ｓ４０８）では、図１０に示され
るように、制御部１０２が、精査工程（Ｓ４０７）において識別部１２によって識別され
た紙幣を第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄへ収納する。
【００５７】
　Ｓ４０７およびＳ４０８は、第１カセット１３１に一時保留された紙幣が０枚になるま
で繰り返される（Ｓ４０９－ＮＯ）。本発明の実施例１に係る入金処理は、第１カセット
１３１に一時保留された紙幣が０枚になったときに終了する（Ｓ４０９－ＹＥＳ）。
【００５８】
　なお、本発明の実施例１の変形例では、図４の精査処理の後に、図１１に示されるよう
に、制御部１０２が、図７のリジェクト工程（Ｓ７０４）において集積された紙幣を繰り
出すように出金リジェクト部１５を制御し、識別部１２が、この紙幣に対して図４の精査
工程（Ｓ４０７）と同様の処理を行っても良い。このとき、制御部１０２は、識別部１２
によって識別された紙幣（出金リジェクト部１５によって繰り出された紙幣）を第２カセ
ット１３２Ａ乃至１３２Ｄに収納する。
【００５９】
　なお、本発明の実施例１では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄの数が４つである例
について説明したが、これに限られるものではない。
【００６０】
　本発明の実施例１によれば、精査処理において第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｄに収
納された紙幣を第１カセット１３１に一時保留するときに、第２カセット１３２Ａ乃至１
３２Ｄと第１カセット１３１との間で精査搬送異常が検知された場合に、その紙幣を出金
リジェクト部１５に集積するので、精査搬送異常の原因となる紙幣に対する一時保留工程
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る。
【００６１】
　また、本発明の実施例１によれば、精査処理において第２カセット１３２Ａ乃至１３２
Ｄに収納された紙幣を第１カセット１３１に一時保留するときに、識別部１２を経由する
ことなく搬送異常検知工程が行われるので、紙幣の搬送距離を短縮することができ、ひい
ては、精査処理の処理時間を短縮することができる。
【００６２】
　また、本発明の実施例１によれば、精査搬送異常が札間異常である場合に紙幣間隔を補
正するので、精査搬送異常の発生確率を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の内部構成を示す平面図である。
【図２】本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の制御ブロックを示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施例１に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施例１に係る精査処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施例１に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【図６】本発明の実施例１に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【図７】図４のリジェクト処理（Ｓ４０５）の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例１に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【図９】本発明の実施例１に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【図１０】本発明の実施例１に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【図１１】本発明の実施例１の変形例に係る精査処理の搬送経路を示す平面図である。
【符号の説明】
【００６４】
１０　紙幣処理装置
１０１　記憶部
１０２　制御部
１０３　操作部
１０４　表示部
１１　受入部
１２　識別部
１３　収納部
１３１　第１カセット
１３２Ａ～１３２Ｄ　第２カセット
１３３　追加カセット・スペース
１４　入金リジェクト部
１５　出金リジェクト部
１６　搬送部
１６ａ　分岐タイミングセンサ
１６ｂ～１６ｏ　分岐爪
１７　搬送異常検知センサ
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